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(57)【要約】
【課題】コネクタの設置位置を調整することで、コネク
タ同士を接続する配線や、コネクタと電源部とを接続す
る配線の長さを短縮する。
【解決手段】照明装置は、それぞれ発光素子が設けられ
、長尺状であり、長手方向に整列設置された複数の発光
素子基板と、表面側において長手方向を揃えて複数の発
光素子基板を支持する長尺状の支持部材と、発光素子を
点灯させる電力を供給するためのアノード側コネクタと
カソード側コネクタと、を有する。複数の発光素子基板
は、長手方向に整列配置されている。複数の発光素子基
板のうち、長手方向における最も端部に位置する第１の
発光素子基板と、第１の発光素子基板に隣接する第２の
発光素子基板との関係において、アノード側コネクタと
カソード側コネクタとはそれぞれ、一方の基板を臨む位
置に対向して配置されている。
【選択図】図３０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ発光素子が設けられ、長尺状であり、長手方向に整列設置された複数の発光素
子基板と、
　表面側において長手方向を揃えて前記複数の発光素子基板を支持する長尺状の支持部材
と、
　前記発光素子を点灯させる電力を供給するためのアノード側コネクタとカソード側コネ
クタと、を有し、
　前記複数の発光素子基板のうち、長手方向における最も端部に位置する第１の発光素子
基板と、前記第１の発光素子基板に隣接する第２の発光素子基板との関係において、前記
アノード側コネクタと前記カソード側コネクタとはそれぞれ、一方の基板を臨む位置に対
向して設置されている照明装置。
【請求項２】
　前記複数の発光素子基板の各々は、前記アノード側コネクタと前記カソード側コネクタ
との両方が設置された同一形状の基板であり、長手方向において水平面内で１８０度回転
させて直列設置させることで、前記アノード側コネクタと前記カソード側コネクタとは前
記複数の発光素子基板の長手方向に対向して設置されている請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記アノード側コネクタと前記カソード側コネクタとはそれぞれ、前記発光素子基板の
幅方向において、前記発光素子より端部寄りに設置されている請求項１から２のいずれか
に一項に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記支持部材の裏面側において、前記支持部材の表面側の前記アノード側コネクタ寄り
に設置され、前記支持部材に設けられた挿通孔を挿通する配線を介して、前記支持部材の
表面側の前記アノード側コネクタと電気的に接続されている電源部を更に有する請求項１
から３のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記電源部は、前記支持部材の裏面側において、前記アノード側コネクタよりも前記支
持部材の長手方向の一方の端部寄りに設置されている請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　２つの前記支持部材を長手方向に並べて取り付けられる長尺状の器具本体を更に有し、
　前記器具本体に取り付けられた２つの前記支持部材に設置された２つの前記電源部のう
ち、一方の前記電源部は前記器具本体の長手方向の一方の端部寄りに位置し、他方の前記
電源部は前記器具本体の長手方向の他方の端部寄りに位置し、
　前記器具本体の長手方向において、一方の前記電源部と前記器具本体の長手方向の一方
の端部との距離と、他方の前記電源部と前記器具本体の長手方向の他方の端部との距離は
等しい請求項４又は５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記器具本体に取り付けられる２つの前記支持部材は、同じ位置に前記電源部が設置さ
れた同一形状の部材を、長手方向において水平面内で１８０度回転させたものであり、そ
れぞれの前記電源部が前記器具本体の長手方向に並んで設置されている請求項６に記載の
照明装置。
【請求項８】
　前記アノード側コネクタと前記カソード側コネクタとのうち少なくとも一方は、前記発
光素子基板の長手方向において、前記発光素子の間に設置されている請求項１から５のい
ずれか一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置及び照明装置用器具本体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、蛍光灯等の発光体が照明器具の器具本体に取り付けられ、器具本体が天井や壁等
の被取付面に取り付けられる照明装置が広く用いられている。また、近年、発光素子とし
て、従来用いられてきた白熱電球や蛍光灯に比べて消費電力が少なく、耐久性にも優れた
発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が多く用いられ
ている。
【０００３】
　このため、ＬＥＤを発光素子として使用した、天井又は壁取付用の照明装置が多数提案
されている。例えば、以下の特許文献１には、発光素子を備える発光ユニットを天井等に
取り付けられた器具本体に取り付けて、発光ユニットに対して電力を供給することにより
、発光ユニットを発光させる照明装置が開示されている。また、例えば以下の特許文献２
には、板金製の器具本体に板金製の反射笠を止め金具にて取り付ける照明装置が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１７９０１４号公報
【特許文献２】特許第４０４５７８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の照明装置では、コネクタ同士の設置位置の関係や、コネクタと電
源部（電源装置）の設置位置の関係について、あまり深く考慮されていない。特に、電源
部の設置位置については、器具本体と接続される電力供給用ケーブルや、電源部を収容す
るための空間を前提に決定されているが、コネクタとの関係を前提として設置位置が決め
られることはなく、照明装置全体においてコネクタから離れた位置に設置されることも多
い。そのため、コネクタ同士を接続する配線や、コネクタと電源部とを接続する配線が必
要以上に長くなる傾向にある。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、コネクタの設置位置を調整
することで、コネクタ同士を接続する配線や、コネクタと電源部とを接続する配線の長さ
を短縮した照明装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る照明装置は、それぞれ発光素子が設
けられ、長尺状であり、長手方向に整列設置された複数の発光素子基板と、表面側におい
て長手方向を揃えて複数の発光素子基板を支持する長尺状の支持部材と、発光素子を点灯
させる電力を供給するためのアノード側コネクタとカソード側コネクタと、を有する。複
数の発光素子基板は、長手方向に整列設置されている。複数の発光素子基板のうち、長手
方向における最も端部に位置する第１の発光素子基板と、第１の発光素子基板に隣接する
第２の発光素子基板との関係において、アノード側コネクタとカソード側コネクタとはそ
れぞれ、一方の基板を臨む位置に対向して設置されている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、例えば、アノード側コネクタとカソード側コネクタとを、隣
接する発光素子基板同士が互いを臨む位置（境界部分）において対向するように集中して
設置することで、コネクタ同士を接続する配線の長さを短くすることができる。また、ア
ノード側コネクタとカソード側コネクタとを集中して設置しているため、コネクタの設置
面の裏面側においてコネクタの近くに電源部を設置すれば、コネクタと電源部とを接続す
る配線の長さも短くすることができる。このように、コネクタの設置位置を調整すること
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で、コネクタ同士を接続する配線や、コネクタと電源部とを接続する配線の長さを短縮す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る照明装置の外観を説明する斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る照明装置の外観を説明する六面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る照明装置の構成を説明する断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る照明装置の器具本体の外観を説明する斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る照明装置の器具本体の構成を説明する分解斜視図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる、器具本体の取付部材を説明す
る斜視図及び断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる、器具本体の側板の外観を説明
する六面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる、器具本体の側板の外観を説明
する斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る器具本体の取付部材及び取付部材に側板を取り付けた
際の構成を示す平面図及び断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる位置決め部材の外観を説明す
る斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる位置決め部材の外観を説明す
る六面図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる位置決め部材の取付状態を示
す断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る照明装置に設けられる位置決め部材の取付状態を示
す断面斜視図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る照明装置の発光ユニットの外観を説明する斜視図で
ある。
【図１５】本発明の一実施形態に係る発光ユニットの断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る発光ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る主カバー部及びエンドカバーと支持部材との係合部
を示す斜視図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るエンドカバーの構成例を説明する六面図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る発光素子基板２３の構成例を説明する平面図である
。
【図２０】本発明の一実施形態に係る発光素子基板２３の他の構成例を説明する平面図で
ある。
【図２１】本発明の一実施形態に係る配線の接続の構成例を説明する断面斜視図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の配置を説明する斜視図である。
【図２３】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の構成例を説明する正投影図であ
る。
【図２４】本発明の一実施形態に係る基板固定部材２５の他の構成例を説明する正投影図
である。
【図２５】本発明の一実施形態に係る反射部品を基板固定部材２５に取り付けた状態を説
明する斜視図である。
【図２６】本発明の一実施形態に係る反射部品を基板固定部材２５に取り付けた状態を説
明する断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態に係る発光素子基板２３の構成例を説明する平面図である
。
【図２８】本発明の一実施形態に係る電源部の構成を説明する分解斜視図である。
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【図２９】本発明の一実施形態に係る電源部の断面斜視図及び配線を保護する保護機構を
説明する断面図である。
【図３０】本発明の一実施形態に係る照明装置におけるアノード側コネクタとカソード側
コネクタとの配置を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　＜実施形態＞
　以下、本発明の一実施形態に係る照明装置について図面を参照しつつ説明する。
　本発明の一実施形態に係る照明装置は、天井等の被取付面に設けられた取付孔（図示せ
ず）内に埋め込まれて設置される埋め込み型の照明装置である。
　なお、以下の実施形態において、照明装置が天井に埋め込まれて取り付けられる場合に
最初に天井と対向する方向を照明装置の上方向とし、床方向を照明装置の下方向として説
明する場合がある。また、図中、照明装置が天井に取り付けられた場合の上方向（天井方
向）をＺ方向、下方向（床方向）を－Ｚ方向とする場合がある。更に、長尺形状の照明装
置の長手方向の一方向をＸ方向、他方向を－Ｘ方向とし、長尺形状の照明装置の幅方向の
一方向をＹ方向、他方向を－Ｙ方向とする場合がある。
【００１０】
　［照明装置の全体構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る照明装置１の外観を示す斜視図である。図１（ａ）
は、照明装置１の上方向からの斜視図であり、図１（ｂ）は、照明装置１の下方向からの
斜視図である。
　図２は、照明装置１の外観を示す六面図であり、図２（ａ）は照明装置１の平面図、図
２（ｂ）は照明装置１の右側面図、図２（ｃ）は照明装置１の底面図、図２（ｄ）は照明
装置１の正面図、図２（ｅ）は照明装置１の背面図である。また、照明装置１の左側面図
は、図２（ｂ）に示す右側面図と略同様であるため図示を省略する。
【００１１】
　図３は、図２（ｂ）の照明装置１のＡ－Ａ断面を示す断面図である。
　照明装置１は、例えば天井等の被取付面に取り付けられる器具本体１０と、発光ダイオ
ード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）からなる発光素子（図示せ
ず）を備えて、器具本体１０に取り付けられる発光ユニット２０とを備える。
　図１及び図２に示すように、器具本体１０の床方向側には発光ユニット２０が取り付け
られている。なお。本実施形態において、器具本体１０に対して２つの発光ユニット２０
が取り付けられた照明装置１について説明する。
【００１２】
　図３に示すように、器具本体１０は、発光ユニット２０が入り込むように取り付けられ
る発光ユニット取付凹部１１１を備える。器具本体１０の発光ユニット取付凹部１１１は
、器具本体１０の取付部材１１と、取付部材１１の端部を覆う側板１２とで囲まれた空間
である。発光ユニット取付凹部１１１は、器具本体１０の下面に形成された開口端に向か
って広がる形状となるように形成されている。発光ユニット２０は、発光ユニット取付凹
部１１１内に位置し、取付部材１１の内壁面に接触した状態で器具本体１０に取り付けら
れる。
【００１３】
　［器具本体］
　以下、器具本体１０の構成を説明する。
　図４は、器具本体１０の下方向からの外観を示す斜視図である。
　図５は、器具本体１０の構成を詳細に示す、器具本体１０の上方向からの分解図である
。なお、図５には、器具本体１０に対する発光ユニット２０の取付方向を示すために、器
具本体１０の構成部材ではない発光ユニット２０が図示されている。
【００１４】
　図４及び図５に示すように、器具本体１０は、取付部材１１と、側板１２（１２ａ及び
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１２ｂ）と、バネ部１３（１３ａ，１３ｂ，１３ｃ及び１３ｄ）と、電源端子台１４（１
４ａ及び１４ｂ）と、調光端子台１５（１５ａ及び１５ｂ）と、器具本体取付用孔部１６
と、電力供給ケーブル用孔部１７と、保護部材１８と、位置決め部材１９（１９ａ及び１
９ｂ）と、を備えている。
【００１５】
　器具本体１０は、発光ユニット２０を取り付けるための発光ユニット取付凹部１１１が
形成されるように、少なくとも一面に開口が形成された形状とされている。
　以下、器具本体１０の各部について、図４から図７を参照して詳細に説明する。
　図６は、取付部材１１の構成を説明するための図であり、図６（ａ）は、取付部材１１
端部の拡大図、図６（ｂ）は、図５に示す取付部材１１のＢ－Ｂ断面を示す断面図である
。
【００１６】
　（取付部材）
　取付部材１１は、バネ部１３により発光ユニット２０を支持している。また、取付部材
１１は、発光ユニット２０から照射された光を反射する反射部材として機能していても良
い。
　取付部材１１は、例えば金属板からなり、プレス加工等にて所定の形状に成形されてい
る。
【００１７】
　図５及び図６に示すように、本実施形態において、取付部材１１は、天板部１１２と、
天板部１１２の長辺のそれぞれに沿って折り曲げられた側縁部１１３と、側縁部１１３の
先端部で側縁部１１３の折り曲げ方向と反対方向に向けて折り曲げられた枠部１１４と、
を備えている。
　図５に示すように、天板部１１２は、長尺状であり、器具本体１０では例えば矩形状に
形成されている。天板部１１２は、器具本体１０が天井に埋め込まれて取り付けられる際
に最初に天井と対向する面である。器具本体１０が天井に埋め込まれて設置された後には
、天井内に位置する。
【００１８】
　天板部１１２は、器具本体１０を天井内（被取付面）に取り付ける吊りボルトが挿入さ
れる器具本体取付用孔部１６や、電力供給ケーブル（図示せず）を照明装置１内に引き込
むための電力供給ケーブル用孔部１７等を備えている。
　図５に示すように、天板部１１２は、側板１２を固定するためのネジが挿入される１又
は複数（図５では各端部に２つずつ、合計４つ）のネジ孔１１２ａを備えている。
【００１９】
　また、天板部１１２は、後述する位置決め部材１９（１９ａ及び１９ｂ）を固定するた
めのネジが挿入される１又は複数（図５では両長辺に沿って２つずつ、合計４つ）のネジ
孔１１２ｂを備えている。
　図４及び図５に示すように、天板部１１２の天井と対向する面の裏面（すなわち、発光
ユニット２０と対向する面）には、器具本体１０に発光ユニット２０を取り付けるための
バネ部１３（１３ａ，１３ｂ，１３ｃ及び１３ｄ）と、外部から電力を供給するための電
力供給ケーブル（図示せず）が接続される電源端子台１４と、発光ユニット２０の明るさ
を連続的に増減調節する調光器（図示せず）からの調光信号線（図示せず）が接続される
調光端子台１５と、発光ユニット２０の取付位置を規制するための位置決め部材１９と、
が備えられている。
【００２０】
　なお、本発明に係る照明装置１では、器具本体１０に対して１又は複数の発光ユニット
２０が取り付け可能とされる。本発明の一実施形態に係る照明装置１では、図５に示すよ
うに、１つの器具本体１０に対して２つの発光ユニット２０（第１発光ユニット２０ａ及
び第２発光ユニット２０ｂ）が取り付け可能とされている。このため、天板部１１２には
、２つの発光ユニット２０を取り付けるために必要な数量のバネ部１３、電源端子台１４
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、調光端子台１５が取り付けられている。
【００２１】
　バネ部１３、電源端子台１４、調光端子台１５及び位置決め部材１９の詳細な構成につ
いては後述する。
　ここでは、図５に示すように、１つの器具本体１０に取り付けられる２つの発光ユニッ
ト２０のそれぞれに電源部２８を設け、１つの器具本体１０に合計２個の電源部２８を配
置することを想定している。１つの器具本体１０に合計２個の電源部２８を配置すること
で、これらの電源部２８の配置位置により器具本体１０のたわみを防止することができる
。但し、実際には、２つの発光ユニット２０に１個の電源のみでも良い。現在より消費電
力の少ない照明装置１であれば１個の電源部２８でも可能になる。この場合、電源部２８
の大きさは現行の１個分より大きくなるが、電源部２８が吊りボルトや端子台やバネに触
れない位置であれば設置位置は問わない。
【００２２】
　図５及び図６に示すように、側縁部１１３は、天板部１１２の長辺のそれぞれに沿って
折り曲げられることで天板部１１２と連続して形成されている。側縁部１１３は、床方向
に近づくほど外側に開くような角度で折り曲げられている。側縁部１１３は、器具本体１
０が天井に埋め込まれて設置された後には、天井内に位置する。
　側縁部１１３は、側縁部１１３全体として床方向に近づくほど外側に開くような形状と
なるように成形されている。側縁部１１３は、金属板を複数回折り曲げて形成されている
。側縁部１１３は、天板部１１２の長辺に沿って折り曲げられた第１斜面部１１３ａと、
第１斜面部１１３ａの端部に沿って折り曲げられた第１斜面部１１３ａの折り曲げ方向と
反対方向に向けて折り曲げられた平坦部１１３ｂと、平坦部１１３ｂの端部に沿って平坦
部１１３ｂの折り曲げ方向と反対方向に向けて折り曲げられた第２斜面部１１３ｃと、含
んでいる。第１斜面部１１３ａ、平坦部１１３ｂ及び第２斜面部１１３ｃは、天板部１１
２と連続しており、交互に異なる方向に折り曲げられている。
【００２３】
　第１斜面部１１３ａは、天板部１１２の長辺に沿って床方向に折り曲げられている。第
１斜面部１１３ａは、床方向に近づくほど器具本体１０の外側に開くような形状となるよ
うに折り曲げられている。
　また、第１斜面部１１３ａは、後述する位置決め部材１９（１９ａ及び１９ｂ）を設置
するための差込口１１３ｄ（図５では２つの第１斜面部１１３ａ上に１つずつの合計２つ
、うち一方は図示せず）を備えている。
【００２４】
　平坦部１１３ｂは、第１斜面部１１３ａの端部（天板部１１２の長辺とは異なる長辺）
に沿って第１斜面部１１３ａの折り曲げ方向とは逆方向に折り曲げられている。これによ
り、平坦部１１３ｂは、床と略平行であり、器具本体１０の外側に延びるように折り曲げ
られている。
　第２斜面部１１３ｃは、平坦部１１３ｂの端部（平坦部１１３ｂと第１斜面部１１３ａ
側との境界の長辺と対向する長辺）に沿って床方向に折り曲げられている。第２斜面部１
１３ｃは、床方向に近づくほど器具本体１０の外側に開くような形状となるように折り曲
げられている。
【００２５】
　これにより、側縁部１１３は、側縁部１１３全体として、床方向に近づくほど外側に開
くような形状となっている。
　枠部１１４は、側縁部１１３から器具本体１０の外側方向に突出し、天井等の取付孔の
開口の外周部分において被取付面と接触するようになっている。枠部１１４は、器具本体
１０が取付孔内に引き込まれることを防止する。
【００２６】
　図６に示すように、枠部１１４は、側縁部１１３の天板部１１２からの折り曲げ方向（
床方向）とは反対の方向に折り曲げられて外側に突出する突出部１１４ａと、突出部１１
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４ａの先端部から上方向（天井方向）に折り曲げて形成された上折り曲げ部１１４ｂと、
折り曲げ部１１４ｂの先端部から取付部材１１の内側方向に折り曲げられた内折り曲げ部
１１４ｃと、爪部１１４ｄと、を含んでいる。器具本体１０を被取付面（図示せず）の取
付孔内に設置した際には、内折り曲げ部１１４ｃは、被取付面と接触する。
【００２７】
　突出部１１４ａは、側縁部１１３の天板部１１２からの折り曲げ方向（床方向）とは反
対の方向に折り曲げられて外側に突出して形成されている。
　上折り曲げ部１１４ｂは、突出部１１４ａの先端部から上方向（天井方向）に折り曲げ
られて形成されている。
　図６（ｂ）に示すように、内折り曲げ部１１４ｃは、折り曲げ部１１４ｂの先端部から
取付部材１１の内側方向に折り曲げられ、折り曲げ部１１４ｂ方向に向かって折り返され
ている。また、内折り曲げ部１１４ｃは、先端が折り曲げ部１１４ｂ方向に向かって折り
返されていなくても良い。
【００２８】
　これにより、突出部１１４ａ、上折り曲げ部１１４ｂ及び内折り曲げ部１１４ｃに囲ま
れた空間が形成される。この空間は、側板１２の一部が挿入される側板挿入空間１１５と
なる。
　爪部１１４ｄは、内折り曲げ部１１４ｃの長手方向の両端部近傍において内折り曲げ部
１１４ｃの一部を切り欠くことにより、内折り曲げ部１１４ｃの両端部に形成されている
。爪部１１４ｄは、例えば上折り曲げ部１１４ｂの内側面に向かって折り曲げることがで
きる。
　爪部１１４ｄを折り曲げることにより、側板挿入空間１１５に挿入された側板１２（図
５参照）の一部と爪部１１４ｄとを係合させて、側板１２を抜けにくくすることができる
。なお、取付部材１１に対する側板１２の取付けについては、後述する。
【００２９】
　（側板）
　図１、図５、図７及び図８を参照して、側板１２について説明する。
　図７は、側板１２の外観を示す六面図であり、図７（ａ）は側板１２の正面図、図７（
ｂ）は側板１２の右側面図、図７（ｃ）は側板１２の左側面図、図７（ｄ）は側板１２の
背面図、図７（ｅ）は側板１２の平面図、図７（ｆ）は側板１２の底面図である。
　図８は、側板１２の正面左上方向からの外観を示す斜視図である。
　側板１２は、例えば一枚の金属板からなり、プレス加工等にて所定の形状に成形されて
いる。
【００３０】
　図７（ａ）から図７（ｆ）及び図８に示すように、側板１２は、取付部材１１の長手方
向の端部を覆う主面部１２１と、主面部１２１の底辺から器具本体１０の外側方向に突出
する鍔部１２２と、主面部１２１の上辺から器具本体１０の内側方向に突出する取付部１
２３と、主面部１２１の側辺から器具本体１０の内側方向に突出する側面突出部１２４と
、取付部材１１の側板挿入空間１１５に挿入される第１挿入部１２５及び第２挿入部１２
６と、を備えている。
【００３１】
　主面部１２１は、取付部材１１の発光ユニット取付凹部１１１（図１参照）の両端を覆
っている。主面部１２１には、開口部１２１ａが設けられている。複数の照明装置１を列
状に配置して取り付ける場合には、複数の照明装置１の開口部１２１ａ同士が対向する。
したがって、開口部１２１ａを介して一方の照明装置１から他方の照明装置１に電力供給
ケーブルを引き回して、複数の照明装置１を互いに接続することができる。
【００３２】
　鍔部１２２は、器具本体１０を天井等に取り付けた場合に、器具本体１０の枠部１１４
と同様に、天井等の取付孔の開口の外周部分において被取付面と接触する。鍔部１２２は
、器具本体１０が取付孔内に引き込まれることを防止する。
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　取付部１２３は、取付部材１１に取り付けられた場合に、天板部１１２の上面に沿うよ
うに形成されている（図１（ａ）参照）。取付部１２３は、１又は複数（図７では２つ）
のネジ孔１２３ａを備えている。ネジ孔１２３ａは、側板１２を取付部材１１に取り付け
た場合に、取付部材１１の天板部１１２に設けられたネジ孔１１２ａ（図６（ａ）参照）
と対向する位置に設けられている。
【００３３】
　側板１２は、ネジ孔１２３ａ及びネジ孔１１２ａに挿入されたネジ（図示せず）によっ
て器具本体１０に固定される。
　また、取付部１２３は、天板部１１２に対向する面の一部が他の部分より肉厚となって
いる肉厚部１２３ｂ（図７（ｆ）参照）が設けられている。肉厚部１２３ｂは、取付部１
２３の端部が天板部１１２対向面側に折り曲げられることにより形成される。
【００３４】
　肉厚部１２３ｂを設けることにより、肉厚部１２３ｂと取付部材１１の天板部１１２と
の接触圧力が他の部分よりも大きくなり、側板１２が取付部材１１から抜けにくくなる。
　側面突出部１２４は、側板１２が取付部材１１に取り付けられた場合に、側縁部１１３
（特に第２斜面部１１３ｃ）の外側面に沿うように形成されている（図１（ａ）参照）。
　側面突出部１２４は、側縁部１１３に対向する面の一部が他の部分より肉厚となってい
る肉厚部１２４ａが設けられている。肉厚部１２４ａは、側面突出部１２４の端部が側縁
部１１３対向面側に折り曲げられることにより形成される。
【００３５】
　肉厚部１２４ａを設けることにより、肉厚部１２４ａと取付部材１１の側縁部１１３と
の接触圧力が他の部分よりも大きくなり、側板１２が取付部材１１から抜けにくくなる。
　第１挿入部１２５は、取付部材１１の枠部１１４の突出部１１４ａ（図６（ａ）参照）
の内側面に沿って、取付部材１１の側板挿入空間１１５に挿入される。
　第１挿入部１２５は、例えば取付部材１１の両端部に設けられた爪部１１４ｄを上折り
曲げ部１１４ｂの内側面に沿う方向に折り曲げることにより、爪部１１４ｄと突出部１１
４ａとで挟まれる。これにより、側板１２の上下方向への移動が抑制される。
【００３６】
　第２挿入部１２６は、取付部材１１の枠部１１４の上折り曲げ部（図６（ａ）参照）の
内側面に沿って、取付部材１１の側板挿入空間１１５に挿入される。
　第２挿入部１２６は、取付部材１１の爪部１１４ｄが上折り曲げ部１１４ｂの内側面に
沿う方向に折り曲げられた後、第２挿入部１２６の先端部分を器具本体１０の長手方向の
中心方向に折り曲げることができる。これにより、第２挿入部１２６の先端が取付部材１
１の爪部１１４ｄに引っかかる。これにより、側板１２が取付部材１１から抜けにくくな
る。
【００３７】
　側板１２は、取付部材１１の長手方向両端部にそれぞれ取り付けられる。そして、側板
１２は、取付部材１１の長手方向中央の幅よりも狭い幅を有している。このため、側板１
２は、取付部材１１の端部を端部の幅が狭まる方向に変形させて、取付部材１１の長手方
向両端に取り付けられる。
　側板１２の幅は、天井等の被取付面に形成された取付孔に埋め込まれた後の器具本体１
０の幅と同等である。これにより、天井内に取り付けた後の器具本体１０は、器具本体１
０の長手方向における幅が側板１２の幅と同等となるように取付時の締付力を調整するこ
とで、器具本体１０の平面視での形状を矩形状に調整することができる。
　ここで、本実施形態において、取付部材１１の「幅」とは、長尺状の照明装置１を平面
視した場合の長手方向における「幅」、すなわち短手方向の長さをいう。
【００３８】
　（側板と取付部材との取付）
　以下、側板１２と取付部材１１との取付について、図４、図５、図７及び図９を参照し
て説明する。
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　図９は、天井取付前の器具本体１０の形状を説明するための平面図及び断面図である。
図９（ａ）は、側板１２が取り付けられる前の取付部材１１の平面図であり、図９（ｂ）
は、側板１２が取り付けられた後の取付部材１１（器具本体１０）の平面図である。また
、図９（ｃ）は、図９（ｂ）の器具本体１０のＣ－Ｃ断面を示す断面図（すなわち側板１
２が取り付けられた後の器具本体１０の長手方向中央の断面図）であり、図９（ｄ）は、
図９（ｄ）の器具本体１０のＤ―Ｄ断面を示す断面図（すなわち側板１２が取り付けられ
た後の器具本体１０の端部の断面図）である。
【００３９】
　図９（ａ）に示すように、側板１２が取り付けられる前の取付部材１１は、底面から見
た形状が矩形状となっている。このとき、底面から見た場合の取付部材１１の長手方向に
おける幅をＷ１とする。
　一方、図９（ｂ）に示すように、側板１２が取り付けられた後の取付部材１１（器具本
体１０）では、取付部材１１の長手方向端部の幅（図９（ｂ）中の幅Ｗ２）が、取付部材
１１の長手方向中央の幅（図９（ｂ）中の幅Ｗ１’）よりも狭くなっている（幅Ｗ１’＞
幅Ｗ２）。また、側板１２取り付け後の取付部材１１の長手方向中央の幅（幅Ｗ１’）は
、側板１２取り付け前の取付部材１１の長手方向における幅（幅Ｗ１）と比較して、同等
か狭くなっている（幅Ｗ１≧幅Ｗ１’）。
【００４０】
　すなわち、側板１２が取り付けられた後の取付部材１１は、取付部材１１の長手方向中
央が外側に膨らんだ形状となっている。これは、取付部材１１の両端部の幅がそれぞれ狭
められた状態で、取付部材１１の両端部に側板１２が取り付けられるためである。
　このとき、器具本体１０の端部における天板部１１２と第１斜面部１１３ａとのなす角
θ１’（図９（ｄ）参照）は、器具本体１０の長手方向中央における天板部１１２と第１
斜面部１１３ａとのなす角θ１（図９（ｃ）参照）よりも小さくなっている。同様に、器
具本体１０の端部における平坦部１１３ｂと第２斜面部１１３ｃとのなす角θ２’（図９
（ｄ）参照）は、器具本体１０の長手方向中央における平坦部１１３ｂと第２斜面部１１
３ｃとのなす角θ２（図９（ｃ）参照）よりも小さくなっている。
【００４１】
　これにより、側板１２取り付け後の器具本体１０の両端部の幅が、側板１２取り付け前
の器具本体１０の両端部の幅よりも狭くなる。また、天板部１１２や側縁部１１３の各部
を変形させることなく器具本体１０の幅を変えることができる。
　更に、器具本体１０の両端部では、幅が狭く、かつ角θ１’及び角θ２’が角θ１及び
角θ２より小さくなっている。このため、器具本体１０端部における器具本体１０の高さ
は、長手方向中央部における器具本体１０の高さよりも高くなっている。器具本体１０の
長手方向中央部は、器具本体１０取付時に吊りボルトが取付られ、上方へ引っ張り力がか
かる。このため、器具本体１０が取り付けられた際には、器具本体１０中央部の幅が狭く
、高さが高く変形するため、器具本体１０のゆがみがなくなる。
【００４２】
　側板１２取り付け後における取付部材１１の長手方向中央の幅は、側板１２の幅の１０
３％以上１０６％以下であることが好ましい。
　取付部材１１の長手方向中央の幅を上述の範囲内とすることにより、所定の締付力で器
具本体１０を被取付面に設けられた取付孔内に取り付けた際に、器具本体１０の平面視で
の形状が取付孔の形状に沿った矩形状となる。このため、取付孔の一部が取付孔の縁部と
取付部材１１との間から露出することがなくなる。また、天井内に取り付けた後における
照明装置１の設置領域の外観不良が防止される。
【００４３】
　具体的には、側板１２取付前の取付部材１１は、側板の幅よりも１０ｍｍ程度大きい幅
となるように形成しても良い。照明装置１には、一定の規格が存在する。このため、側板
１２は規格に沿った数種類のサイズが存在する。
　例えば、側板１２の幅が１７０ｍｍの場合には、側板１２取付前の取付部材１１の幅を
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１８０ｍｍとしても良い。また、側板１２の幅が２４０ｍｍの場合には、側板１２取付前
の取付部材１１の幅を２５０ｍｍ、側板１２の幅が３２８ｍｍの場合には、側板１２取付
前の取付部材１１の幅を３３８ｍｍとしても良い。
【００４４】
　（バネ部）
　図４に示すように、天板部１１２の発光ユニット２０（第１発光ユニット２０ａ及び第
２発光ユニット２０ｂ）対向面には、複数のバネ部１３が取り付けられている。図４では
、４つのバネ部（第１バネ部１３ａ、第２バネ部１３ｂ、第３バネ部１３ｃ及び第４バネ
部１３ｄが取り付けられている。
【００４５】
　一対の第１バネ部１３ａ及び第２バネ部１３ｂは、第１発光ユニット２０ａを取付部材
１１に取り付けるためのバネ部である。一対の第３バネ部１３ｃ及び第４バネ部１３ｄは
、第２発光ユニット２０ｂを取付部材１１に取り付けるためのバネ部である。
　バネ部１３は、後述する発光ユニット２０のバネ受部２７と係合することにより、発光
ユニット２０を器具本体１０に取り付けた状態を維持する。
【００４６】
　（電源端子台）
　電源端子台１４には、電力供給ケーブル（図示せず）が接続される。具体的には、電源
端子台１４には、天井等の被取付面から導出されて発光ユニット２０の電源部２８（図５
参照）との間を電気的に接続する電力供給ケーブルが接続される。電源端子台１４は、ネ
ジ等（図示せず）により取付部材１１に取り付けられる。
【００４７】
　（調光端子台）
　調光端子台１５には、発光ユニット２０の明るさを連続的に増減調節する調光器（図示
せず）からの調光信号線（図示せず）が接続される。調光器は、例えば壁に設置された照
明装置用スイッチである。調光信号線は、照明装置用スイッチと接続され、壁内及び天井
内を経由して被取付面から導出される。
　また、調光器は、調光機能付きの照明装置用リモートコントローラであっても良い。こ
の場合、例えば器具本体１０に設けられた受光部から調光信号線が導出されて調光端子台
１５と接続される。調光端子台１５は、ネジ等（図示せず）により取付部材１１に取り付
けられる。
【００４８】
　（器具本体取付用孔部）
　器具本体取付用孔部１６は、被取付面に器具本体１０を取り付けるために天井内から吊
り下げられた吊りボルト（図示せず）を通すために設けられている。
　（電力供給ケーブル用孔部）
　電力供給ケーブル用孔部１７は、被取付面から導出された電力供給ケーブル（図示せず
）を器具本体１０の発光ユニット取付凹部１１１内に引き込むために設けられている。電
力供給ケーブル用孔部１７には、電力供給ケーブル用孔部１７の縁部を覆うように保護部
材１８が取り付けられている。これは、電力供給ケーブルの電線を被覆する被覆材が電力
供給ケーブル用孔部１７の縁部に接触して被覆材が損傷することを防ぐためである。
【００４９】
　（位置決め部材）
　位置決め部材１９は、図５に示すように、器具本体１０に２つの発光ユニット２０（第
１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂ）を取り付ける際に、各発光ユニット
２０が適切な位置に取り付けられるようにするための部品である。
　位置決め部材１９は、器具本体１０の第１斜面部１１３ａに設けられた差込口１１３ｄ
から差し込まれ、天板部１１２に設けられたネジ孔１１２ｂの位置で、ネジによって固定
される。位置決め部材１９は、取付部材１１の長手方向における中央部において、天板部
１１２の一方の長辺と、他方の長辺で向き合うように取り付けられる。



(12) JP 2016-173883 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

【００５０】
　後述するように、向き合って取り付けられた一対の位置決め部材１９（１９ａ及び１９
ｂ、図４参照）によって、第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂのそれぞ
れの位置が、他方の取付空間に位置しないように規制される。
　以下、位置決め部材１９の形状について説明する。
　図１０は、位置決め部材１９の外観を示す斜視図である。
【００５１】
　図１１は、位置決め部材１９の外観を示す六面図であり、図１１（ａ）は位置決め部材
１９の正面図、図１１（ｂ）は位置決め部材１９の右側面図、図１１（ｃ）は位置決め部
材１９の左側面図、図１１（ｄ）は位置決め部材１９の背面図、図１１（ｅ）は位置決め
部材１９の平面図、図１１（ｆ）は位置決め部材１９の底面図である。なお、位置決め部
材１９において、照明装置１の外部方向に向かう面を正面、取付部材１１と対向する面を
背面とする。
【００５２】
　位置決め部材１９は、例えば金属製であり、プレス加工等にて所定の形状に成形されて
いる。
　図１０及び図１１（ａ）から図１１（ｆ）に示すように、位置決め部材１９は、取付部
材１１の天板部１１２の外側面と接触する上面部１９１と、取付部材１１の第１斜面部１
１３ａの外側面と接触する側面部１９２と、取付部材１１の第１斜面部１１３ａに設けら
れた差込口１１３ｄから差し込まれて、発光ユニット２０と接触する差込部１９３と、を
備えている。
【００５３】
　上面部１９１は、位置決め部材１９を取付部材１１に固定するためのネジを挿入する１
又は複数（図１０においては２つ）のネジ孔１９１ａを備えている。ネジ孔１９１ａは、
位置決め部材１９が取付部材１１に取り付けられた場合に、取付部材１１の天板部１１２
に設けられたネジ孔１１２ｂ（図５参照）と対向する位置に設けられている。
　位置決め部材１９は、ネジ孔１９１ａ及びネジ孔１１２ｂに挿入されたネジ（図示せず
）によって取付部材１１に固定される。
【００５４】
　側面部１９２は、上面部１９１の一端が折り曲げられて、取付部材１１の第１斜面部１
１３ａの外側面と接触する形状に形成されている。上面部１９１と側面部１９２とのなす
角は、取付部材１１の天板部１１２と第１斜面部１１３ａとがなす角とほぼ同等とされる
。
　側面部１９２が第１斜面部１１３ａと接触することにより、位置決め部材１９が安定的
に取付部材１１に取り付けられる。
【００５５】
　差込部１９３は、側面部１９２の一端から、上面部１９１が突出する方向と同じ方向に
向けて折り曲げられて形成されている。このため、位置決め部材１９を取付部材１１に取
り付けた場合に、差込部１９３は器具本体１０の内側方向に向けて突出するように折り曲
げられている。差込部１９３は、断面形状が第１斜面部１１３ａに設けられた差込口１１
３ｄと一致する形状に形成される。
【００５６】
　図１０及び図１１（ａ）から図１１（ｆ）に示すように、差込部１９３は、上面部１９
１と対向する底面部１９３ａと、底面部１９３ａの右側端部が上方（上面部１９１）に向
けて折り曲げられた右側面部１９３ｂと、底面部１９３ａの左側端部が上方（上面部１９
１）に向けて折り曲げられた左側面部１９３ｃと、を備えている。ここでは、底面部１９
３ａと右側面部１９３ｂと左側面部１９３ｃとは、コの字型（Ｕ字型、凹字型）を形成す
る。したがって、差込部１９３は、コの字型の部分である。但し、コの字型は一例に過ぎ
ない。実際には、ロの字型やＨ字型でも良い。また、差込部１９３は、底面部１９３ａと
右側面部１９３ｂと左側面部１９３ｃとを含む直方体又は立方体でも良い。すなわち、差
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込部１９３は、少なくともコの字型の部分を含む形状であれば良い。右側面部１９３ｂ及
び左側面部１９３ｃの外側面は、それぞれ発光ユニット２０の一部と接触する。これによ
り、例えば図１１（ｄ）の右側面部１９３ｂの左側に位置する発光ユニット２０は、右側
面部１９３ｂの位置よりも左側に位置決めされる。
【００５７】
　図１２は、位置決め部材１９を取り付けた照明装置１を取付部材１１の長手方向に平行
であって、天板部１１２に直交する方向に切断した断面を示す断面図である。なお、図１
２においては、向かい合って取り付けられた一対の位置決め部材１９（１９ａ，１９ｂ、
図４参照）のうち、一方のみが図示されている。
　図１３は、図１２で示す位置決め部材１９を取り付けた照明装置１の断面を説明する断
面斜視図である。
【００５８】
　図１２及び図１３は、共に、照明装置１の長手方向中央部を拡大して示している。また
、図１２及び図１３において、図面左方向を照明装置１の正面方向、図面右方向を正面装
置の背面方向とする。
　図１２及び図１３に示すように、１つの器具本体１０には、２つの発光ユニット２０（
第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂ）が取り付けられている。
【００５９】
　このとき、第１発光ユニット２０ａに取り付けられた第１バネ受部２７ａ（図示せず）
及び第２バネ受部２７ｂと、器具本体１０に取り付けられた第１バネ部１３ａ（図示せず
）及び第２バネ部１３ｂとがそれぞれ係合している。これにより、第１発光ユニット２０
ａは、器具本体１０に取り付けられている。
　また、第２発光ユニット２０ｂに取り付けられた第３バネ受部２７ｃ及び第４バネ受部
２７ｄと、器具本体１０に取り付けられた第３バネ部１３ｃ及び第４バネ部１３ｄとがそ
れぞれ係合している。これにより、第２発光ユニット２０ｂは、器具本体１０に取り付け
られている。
【００６０】
　また、後に詳細に説明するが、第１発光ユニット２０ａは、発光素子２１を備える発光
素子基板２３が、長尺状の主カバー部２２１と、主カバー部２２１の長手方向端部を覆う
第１エンドカバー２２２及び第２エンドカバー２２３と、からなる透光性カバー２２で覆
われている。なお、第１エンドカバー２２２は、照明装置１の正面側のエンドカバーであ
り、第２エンドカバー２２３は、照明装置１の背面側のエンドカバーである。
【００６１】
　第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂは、第１発光ユニット２０ａの背
面側に位置する第２エンドカバー２２３と、第２発光ユニット２０ｂの正面側に位置する
第１エンドカバー２２２とが対向した状態で器具本体１０に取り付けられる。
　このとき、位置決め部材１９の上面部１９１は、取付部材１１の天板部１１２に固定さ
れている。また、器具本体１０の内部には、取付部材１１の外側面から差込口１１３ｄを
介して位置決め部材１９の差込部１９３が差し込まれている。
【００６２】
　器具本体１０の内部に差し込まれた差込部１９３の右側面部１９３ｂの側面には、第１
発光ユニット２０ａの第２エンドカバー２２３の上面部２２３ａから上方に向けて突出す
る突出部２２３ｂが接触している。また、器具本体１０の内部に差し込まれた差込部１９
３の左側面部１９３ｃの側面には、第２発光ユニット２０ｂの第１エンドカバー２２２の
上面部２２２ａから上方に向けて突出する突出部２２２ｂが接触している。ここでは、突
出部２２２ｂ及び突出部２２３ｂは、第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０
ｂの短手方向の外側に突出している。
【００６３】
　底面部１９３ａは、右側面部１９３ｂと左側面部１９３ｃを介して、第１エンドカバー
２２２の突出部２２２ｂ及び第２エンドカバー２２３の突出部２２３ｂをそれぞれ支持し
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、第１発光ユニット２０ａと第２発光ユニット２０ｂとの間隔を確保する。第１発光ユニ
ット２０ａと第２発光ユニット２０ｂとの間隔は、差込部１９３の右側面部１９３ｂと左
側面部１９３ｃとの間の距離である。
【００６４】
　差込部１９３の右側面部１９３ｂと左側面部１９３ｃとの間の距離は、第１発光ユニッ
ト２０ａの第２エンドカバー２２３と第２発光ユニット２０ｂの第１エンドカバー２２２
とが接触しない程度の距離とされている。すなわち、底面部１９３ａは、第１発光ユニッ
ト２０ａの第２エンドカバー２２３と第２発光ユニット２０ｂの第１エンドカバー２２２
とが接触しない程度の幅に形成されている。
【００６５】
　ここで、接触しない程度の幅とは、照明装置１が未使用の状態や通常の使用状態の時の
みならず、長時間の使用に伴い発光素子基板２３や透光性カバー２２が膨張した時にも接
触しない程度の幅であると好ましい。但し、実際には、長時間の使用に伴う発熱等により
発光素子基板２３や透光性カバー２２が膨張した時にのみ接触する程度の幅であっても良
い。すなわち、接触しない程度の幅とは、発光素子基板２３及び透光性カバーのうち少な
くとも一方の膨張をある程度許容する間隔である。例えば、本実施形態においては、膨張
を許容する間隔を３．５ｍｍとすることができる。この間隔であれば、第１発光ユニット
２０ａと第２発光ユニット２０ｂとの間で光が途切れることなく、発光素子基板２３や透
光性カバー２２が膨張しても許容することができる。
【００６６】
　このため、位置決め部材１９によって第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２
０ｂの長手方向の取付位置が規制される。
　また、第１発光ユニット２０ａの第２エンドカバー２２３の上面部２２３ａと、第２発
光ユニット２０ｂの第１エンドカバー２２２の上面部２２２ａは、それぞれ、差込部１９
３の底面部１９３ａの下面と接触している。
【００６７】
　このため、位置決め部材１９によって第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２
０ｂの上下方向の取付位置が規制される。
　このように、位置決め部材１９を取付部材１１に取り付けることにより、器具本体１０
に、複数の発光ユニット２０が正しい位置で容易に取り付け可能となる。
　ここで、一対の位置決め部材１９は、互いに差込部１９３が向かい合うように取付部材
１１に取り付けられている。このため、一対の位置決め部材１９のうちの一方の位置決め
部材１９の差込部１９３の右側面部１９３ｂと、他方の位置決め部材１９の差込部１９３
の左側面部１９３ｃとが対向する状態で取付部材１１に取り付けられている。また、一方
の位置決め部材１９の差込部１９３の左側面部１９３ｃと、他方の位置決め部材１９の差
込部１９３の右側面部１９３ｂとが対向する状態で取付部材１１に取り付けられている。
【００６８】
　このため、第１発光ユニット２０ａは、一方の位置決め部材１９の差込部１９３の右側
面部１９３ｂと、他方の位置決め部材１９の差込部１９３の左側面部１９３ｃとによって
位置決めされる。また、第２発光ユニット２０ｂは、一方の位置決め部材１９の差込部１
９３の左側面部１９３ｃと、他方の位置決め部材１９の差込部１９３の右側面部１９３ｂ
とによって位置決めされる。
【００６９】
　また、器具本体１０に３つの発光ユニット２０を取り付ける照明装置１においては、器
具本体１０に対して４つの位置決め部材１９が取り付けられる。このとき、一対の位置決
め部材（向かい合う２つの位置決め部材１９）が、器具本体１０の長さを３分割する位置
にそれぞれ取り付けられる。
　また、器具本体１０に対して取り付け可能な発光ユニット２０の数に限りはない。そし
て、位置決め部材１９は、発光ユニット２０同士の間に位置するように取付部材１１に取
り付けられれば良い。
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【００７０】
　（器具本体の取付について）
　器具本体１０は、天井等の被取付面において、器具本体取付用孔部１６を介して吊りボ
ルトとナット（いずれも図示せず）により固定される。このとき、吊りボルトの一端に取
り付けられるナットの締付トルクが０．７Ｎ・ｍ以上１．０Ｎ・ｍ以下となるように取り
付けられても良い。
【００７１】
　締付トルクを上述の範囲内とすることにより、器具本体１０を被取付面に設けられた取
付孔内に取り付けた際に、器具本体１０の平面視での形状が取付孔の形状に沿った矩形状
となる。このため、取付孔の一部が取付孔の縁部と取付部材１１との間から露出すること
がなくなる。また、天井内に取り付けた後における照明装置１の設置領域の外観不良が防
止される。
【００７２】
　［発光ユニット］
　以下、発光ユニット２０の構成を説明する。なお、以下に説明する発光ユニット２０の
構成は、第１発光ユニット２０ａの構成を例にとって示しているが、第２発光ユニット２
０ｂも第１発光ユニット２０ａと同様の構成である。
　図１４は、発光ユニット２０の上方向からの外観を示す斜視図である。
【００７３】
　図１５は、図１４に示す発光ユニット２０のＥ－Ｅ’断面を示す断面図である。
　図１６は、発光ユニット２０の構成を示す分解斜視図である。
　図１４、図１５及び図１６に示すように、発光ユニット２０は、発光素子２１と、透光
性カバー２２（主カバー部２２１、第１エンドカバー２２２、第２エンドカバー２２３）
と、発光素子基板２３と、支持部材２４と、基板固定部材２５（２５ａ～２５ｎ）と、ネ
ジ２６と、バネ受部２７（２７ａ及び２７ｂ）と、電源部２８と、反射部材２９（第１反
射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ、第３反射部品２９ｃ）とを備えている。
【００７４】
　ここでは、図５に示したように、１つの器具本体１０に取り付けられる２つの発光ユニ
ット２０のそれぞれに電源部２８を設け、１つの器具本体１０に合計２個の電源部２８を
配置することを想定している。但し、実際には、２つの発光ユニット２０に１個の電源の
みでも良い。
　なお、図１６において、基板固定部材２５ａを固定するネジ２６にのみ参照符号を付し
、基板固定部材２５ｂから基板固定部材２５ｎを固定するネジについては参照符号を省略
している。
【００７５】
　以下、発光ユニット２０の各部について詳細に説明する。
　（透光性カバー）
　図１６に示すように、透光性カバー２２は、発光素子２１を覆う主カバー部２２１と、
第１エンドカバー２２２及び第２エンドカバー２２３とを備える。第１エンドカバー２２
２は、主カバー部２２１の正面側の端部を覆うように取り付けられる。第２エンドカバー
２２３は、主カバー部２２１の背面側の端部を覆うように取り付けられる。透光性カバー
２２は、発光素子２１から照射された光を透過する機能を有している。
【００７６】
　発光ユニット２０は、取付部材１１の天板部１１２及び第１斜面部１１３ａ（図６参照
）、並びに側板１２（図５参照）で囲まれる領域に入り込む形状を有している。具体的に
は、透光性カバー２２が、発光素子２１を覆い、発光ユニット２０を器具本体１０に取り
付けた際に器具本体１０に入り込む形状を有している。発光ユニット２０は、透光性カバ
ー２２の一部が器具本体１０の取付部材１１の第１斜面部１１３ａの内壁面に接触した状
態で器具本体１０に取り付けられる。
【００７７】
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　これにより、発光ユニット２０がたわんだ場合であっても照明装置の外観不良が生じに
くくなる。これは、発光ユニット２０がたわんだ場合に発光ユニット取付凹部１１１に入
り込んでいた透光性カバー２２が露出するのみであり、器具本体１０と発光ユニット２０
との間に隙間が生じなくなるためである。
　図１５及び図１７（ａ）及び図１７（ｂ）を参照して、主カバー部２２１の構成につい
て説明する。
【００７８】
　長尺状の主カバー部２２１は、一端に孔部２２１ａ及び２２１ｂを備えている。また、
主カバー部２２１は、主カバー部２２１の長手方向に延びる案内レール２２１ｃ及び２２
１ｄを備えている。
　図１５に示すように、案内レール２２１ｃは、主カバー部２２１の一側面に設けられた
一対のレールであり、案内レール２２１ｄは、主カバー部２２１の他の側面に設けられた
一対のレールである。案内レール２２１ｃ及び２２１ｄのそれぞれは、支持部材２４の側
面を支持可能に形成されている。
【００７９】
　図１８は、第１エンドカバー２２２の構成を示す六面図であり、図１８（ａ）は第１エ
ンドカバー２２２の正面図、図１８（ｂ）は第１エンドカバー２２２の右側面図、図１８
（ｃ）は第１エンドカバー２２２の左側面図、図１８（ｄ）は第１エンドカバー２２２の
背面図、図１８（ｅ）は第１エンドカバー２２２の平面図、図１８（ｆ）は第１エンドカ
バー２２２の底面図である。なお、第１エンドカバー２２２の正面は、発光ユニット２０
の外側に面しており、第１エンドカバー２２２の背面は、発光ユニット２０の内側に面し
ている。
【００８０】
　第１エンドカバー２２２は、全体として、発光ユニット２０の端部を覆う形状となって
いる（図１４参照）。また、第１エンドカバー２２２は、第１エンドカバー２２２の上面
部２２２ａから上方に向けて突出する突出部２２２ｂを有している。図１８（ｂ）、図１
８（ｃ）及び図１８（ｅ）に示すように、第１エンドカバー２２２の突出部２２２ｂは、
上面部２２２ａのうち背面寄りの位置に形成される。このため、突出部２２２ｂの正面側
には、突出部２２２ｂと上面部２２２ａとで囲まれた空間が形成されている。
【００８１】
　図１２及び図１３にて説明したように、第２発光ユニット２０ｂの突出部２２２ｂは、
器具本体１０の内部に差し込まれた位置決め部材１９の左側面部１９３ｃの側面に接触し
ている。また、突出部２２２ｂは、図１２及び図１３に図示する位置決め部材１９と向か
い合うように配置された他の位置決め部材１９（図示せず）の右側面部１９３ｂにも接触
している。これにより、照明装置１内で第２発光ユニット２０ｂの位置決めがなされる。
【００８２】
　第１発光ユニット２０ａの突出部２２２ｂは、器具本体１０の内部に差し込まれた位置
決め部材１９の左側面部１９３ｃの側面に接触している。また、突出部２２２ｂは、図１
２及び図１３に図示する位置決め部材１９と向かい合うように配置された他の位置決め部
材１９（図示せず）の右側面部１９３ｂにも接触している。これにより、照明装置１内で
第１発光ユニット２０ａの位置決めがなされる。
【００８３】
　また、図１８（ｂ）、図１８（ｃ）、図１８（ｄ）及び図１８（ｆ）に示すように、第
１エンドカバー２２２は、第１エンドカバー２２２の右側面に設けられた突出部２２２ｃ
と、第１エンドカバー２２２の左側面に設けられた突出部２２２ｄとを備えている。突出
部２２２ｃ及び突出部２２２ｄは、支持部材２４（図１６参照）に設けられた孔部に係合
可能に形成されている。
【００８４】
　（支持部材と主カバー部との取り付け）
　図１５に示すように、支持部材２４は、主カバー部２２１の案内レール２２１ｃ及び２
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２１ｄのそれぞれによって支持部材２４の側面が保持される。また、支持部材２４と主カ
バー部２２１とは、例えばリベットによって固定される。
　主カバー部２２１の孔部２２１ａ及び２２１ｂは、主カバー部２２１が支持部材２４を
保持した場合に、支持部材２４の孔部２４ｅ及び２４ｆと対向する位置に設けられている
（図１７（ａ）及び図１７（ｂ）参照）。このため、主カバー部２２１の孔部２２１ａと
、対向する支持部材２４の孔部２４ｅに主カバー部２２１側からリベットを通し、支持部
材２４側でリベットを潰す。また、主カバー部２２１の孔部２２１ｂと、対向する支持部
材２４の孔部２４ｆにも同様に主カバー部２２１側からリベットを通し、支持部材２４側
でリベットを潰す。これにより、発光ユニット２０の一端において主カバー部２２１と支
持部材２４とが固定される。
【００８５】
　（支持部材とエンドカバーとの取り付け）
　第１エンドカバー２２２は、固定された支持部材２４及び主カバー部２２１の端部に取
り付けられる。このとき、第１エンドカバー２２２の突出部２２２ｃ及び２２２ｄが、支
持部材２４に設けられた孔部２４ｉ及び２４ｊに係合される（図１７（ａ）、図１７（ｂ
）参照）。
【００８６】
　また、支持部材２４は、支持部材２４の一部を切り起こして形成された折り曲げ部２４
ｇ及び２４ｈを備えている。折り曲げ部２４ｇ及び２４ｈを下方向に折り曲げることによ
り、突出部２２２ｃ及び２２２ｄの裏面に折り曲げ部２４ｇ及び２４ｈが位置する。この
ため、突出部２２２ｃ及び２２２ｄが孔部２４ｉ及び２４ｊから外れにくくし、第１エン
ドカバー２２２が支持部材２４から外れにくくすることができる。
【００８７】
　また、第２エンドカバー２２３は、第１エンドカバー２２２と同様の構成を有しており
、発光ユニット２０の背面側の端部において第１エンドカバー２２２と同様の方法で支持
部材２４に取り付けられている。
　（発光素子基板）
　図１９は、発光素子基板２３（図１９では２枚の発光素子基板２３１及び２３２）の構
成を示す平面図である。以下、発光素子基板２３として、２枚の発光素子基板２３１及び
２３２について説明する。
【００８８】
　図１９に示すように、発光素子基板２３１及び２３２はそれぞれ、一方向に長く延びた
長尺形状の板状部材であり、一方の面に複数の発光素子２１が実装される。図１９に示す
ように、長尺形状の複数の発光素子基板は、互いの短辺同士が対向する状態で発光素子基
板２３の長手方向に列状に並べられて発光素子基板２３を構成する。
　図１９に示すように、発光素子基板２３１及び２３２には、発光素子２１に電力を供給
するための配線２８ｄがそれぞれ接続される。このとき、発光素子基板２３１及び２３２
は、支持部材２４の基板支持面２４ａに設けられた挿通孔２４ｄを介して接続された配線
２８ｄにより電源部２８と接続される。電源部２８の電源回路から供給された電力は、配
線２８ｄを介して発光素子２１に供給される。
【００８９】
　また、図１９に示すように、発光素子基板２３１及び２３２は、配線２３ｃにより互い
に電気的に接続される。
　発光素子基板２３１及び２３２上には、電源部２８から導出される配線２８ｄが接続さ
れる電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）が設けられている。また、発光
素子基板２３１及び２３２上には、隣り合う発光素子基板２３１及び２３２間を接続する
配線２３ｃが接続される基板接続用端子群（コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）が設けられ
ている。電源接続用端子群及び基板接続用端子群は、発光素子基板２３１及び２３２の対
向する短辺側の端部にそれぞれ配置されている。
【００９０】
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　すなわち、発光素子基板２３１の一方の短辺側の端部には、第１電源接続用端子である
コネクタ２３１ａと、第１基板接続用端子であるコネクタ２３１ｂとが設けられている。
また、発光素子基板２３２の一方の短辺側の端部には、第２電源接続用端子であるコネク
タ２３２ａと、第２基板接続用端子であるコネクタ２３２ｂとが設けられている。そして
、発光素子基板２３１のコネクタ２３１ａ及びコネクタ２３１ｂが設けられた側の短辺と
、発光素子基板２３２のコネクタ２３２ａ及びコネクタ２３２ｂが設けられた側の短辺と
が対向配置される。なお、発光素子基板２３１及び２３２は、互いに同一の構成を有して
いても良い。
【００９１】
　ここで、発光素子基板２３の長手方向に並んだコネクタ２３１ａ及びコネクタ２３２ａ
の一方はアノード側コネクタであり、他方はカソード側コネクタである。同様に、発光素
子基板２３の長手方向に並んだコネクタ２３１ｂ及びコネクタ２３２ｂの一方はアノード
側コネクタであり、他方はカソード側コネクタである。
　また、発光素子基板２３の幅方向に並んだコネクタ２３１ａ及びコネクタ２３１ｂの一
方はアノード側コネクタであり、他方はカソード側コネクタである。同様に、発光素子基
板２３の幅方向に並んだコネクタ２３２ａ及びコネクタ２３２ｂの一方はアノード側コネ
クタであり、他方はカソード側コネクタである。
【００９２】
　コネクタ２３１ａ及びコネクタ２３２ａは、配線２８ｄを介して電源部２８に接続され
ている。コネクタ２３１ｂ及びコネクタ２３２ｂは、配線２３ｃによって接続されている
。
　このため、発光素子基板２３１上に設けられた複数の発光素子２１と発光素子基板２３
２上に設けられた複数の発光素子２１とが、コネクタ２３１ａとコネクタ２３２ａとの間
で直列に接続される。
【００９３】
　このような構成とすることにより、発光素子基板２３１及び２３２の組み立て工程が容
易になる。また、このような構成とすることにより、発光素子基板２３１及び２３２同士
を接続する配線２３ｃ及び電源部２８からの配線２８ｄの引きまわし距離を短くすること
ができる。このため、ノイズの発生を抑制することができる。
　また、電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）は、発光素子基板２３（発
光素子基板２３１及び２３２）の一方の長辺に沿って配置され、基板接続用端子群（コネ
クタ２３１ｂ及び２３２ｂ）は、発光素子基板２３（発光素子基板２３１及び２３２）の
他方の長辺に沿って配置される。
【００９４】
　このとき、発光素子基板２３１及び２３２上において、コネクタ２３１ａ及び２３２ａ
は、少なくとも１個の発光素子２１を介して配置されることが好ましい。同様に、コネク
タ２３１ｂ及び２３２ｂは、少なくとも１個の発光素子２１を介して配置されることが好
ましい。これは、コネクタ２３１ａ及び２３２ａ、並びにコネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ
のそれぞれの間の沿面距離を確保するためである。
【００９５】
　なお、図１９に示すように、コネクタ２３１ａ及び２３１ｂは、発光素子基板２３１の
短辺に最も近い位置に設けられた発光素子２１と、短辺に２番目に近い位置に設けられた
発光素子２１との間の領域Ｘに設けられることが好ましい。また、コネクタ２３１ａ及び
２３１ｂは、上述した領域Ｘのうち、短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１
よりも、短辺に最も近い位置に設けられた発光素子２１に近い位置に設けられることが好
ましい。
【００９６】
　同様に、コネクタ２３２ａ及び２３２ｂは、発光素子基板２３２の短辺に最も近い位置
に設けられた発光素子２１と短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１との間の
領域Ｙに設けられることが好ましい。また、コネクタ２３２ａ及び２３２ｂは、上述した
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領域Ｙのうち、短辺に２番目に近い位置に設けられた発光素子２１よりも、短辺に最も近
い位置に設けられた発光素子２１に近い位置に設けられることが好ましい。
【００９７】
　また、図１９に示すコネクタ位置の他、図２０（ａ）、図２０（ｂ）及び図２０（ｃ）
に示すように電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（
コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）とを配置しても良い。
　これにより、発光素子基板２３１及び２３２の同一の長辺上に沿って配置されるコネク
タ２３１ａ及び２３２ａ間、並びにコネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ間のそれぞれの沿面距
離を確保しつつ、発光素子基板２３１及び２３２上を覆う反射部材（詳しくは後述する）
の面積をより大きくすることができる。
【００９８】
　（支持部材）
　支持部材２４は、発光素子２１が実装される発光素子基板２３（図１５及び図１６参照
）を支持する。ここでは、図１９に示すように、１つの支持部材２４が、２枚の発光素子
基板２３１及び２３２を支持する。すなわち、１つの器具本体１０に取り付けられる２つ
の発光ユニット２０（第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂ）において、
２つの支持部材２４は、合計４枚の発光素子基板２３１及び２３２を支持する。支持部材
２４は、発光素子２１の熱を放熱するヒートシンクの機能も有している。
【００９９】
　図１７（ａ）及び図１７（ｂ）に示すように、支持部材２４は、発光素子基板２３と対
向して発光素子基板２３を支持する基板支持面２４ａと、基板支持面２４ａの裏面側に設
けられた電源部２８を支持する電源部支持面２４ｂと、基板支持面２４ａの両端に形成さ
れた光照射方向に突出する凸部２４ｃとを有している。基板支持面２４ａは、発光素子基
板２３の幅よりも広く形成されている。また、支持部材２４は、発光素子基板２３を支持
する基板支持面２４ａが凸部２４ｃに対して器具本体１０方向に凹むように形成されてい
る。
【０１００】
　支持部材２４は、基板支持面２４ａにおいて、発光素子基板２３の幅方向の両端部に設
けられる複数の基板固定部材２５により発光素子基板２３を固定する（詳細は後述する）
。なお、支持部材２４の基板支持面２４ａの裏面（電源部支持面２４ｂ）には、支持部材
２４に基板固定部材２５を固定するためのネジ２６等により、複数の突起が生じる。
　図２０に示すように、凸部２４ｃの頂部は、支持部材２４の外側ほど大きく突出するよ
うに傾斜して形成されることが好ましい。また、凸部２４ｃの頂部は、発光素子２１の１
／２ビーム角領域内に入り込まない形状であることが好ましい。
【０１０１】
　図２１は、図１９のＢ－Ｂ’断面を示す斜視断面図である。図１９及び図２１に示すよ
うに、支持部材２４は、電源部２８から導出される配線２８ｄを挿通させるための挿通孔
２４ｄを備える。挿通孔２４ｄは、基板支持面２４ａ上に設けられる。
　ここで、図１４に示すように、支持部材２４は、支持部材２４の長尺方向の両端に発光
素子基板２３を固定するための第１の基板固定部及び第２の基板固定部を有している。第
１の基板固定部及び第２の基板固定部は、例えば支持部材２４の長尺方向の両端において
電源部支持面２４ｂに突出した基板固定部材２５を固定するためのネジ２６等を取り付け
るネジ孔等の位置を示す。
【０１０２】
　挿通孔２４ｄは、第１の基板固定部と第２の基板固定部との間に設けられることが好ま
しい。これにより、挿通孔２４ｄを挿通して電源部支持面２４ｂから基板支持面２４ａに
引き回される配線２８ｄが、電源部支持面２４ｂで露出したネジ２６の先端に引っかかる
ことを防止することができる。
　また、図１４に示すように、支持部材２４は、支持部材２４の基板支持面の裏面側（電
源部支持面２４ｂ）に、発光ユニット２０を器具本体１０に取り付けるための第１の取付
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部（第１バネ受部２７ａ）及び第２の取付部（第２バネ受部２７ｂ）が設けられている。
【０１０３】
　挿通孔２４ｄは、第１バネ受部２７ａと第２バネ受部２７ｂとの間に設けられることが
より好ましい。これにより、挿通孔２４ｄを挿通して電源部支持面２４ｂから基板支持面
２４ａに引き回される配線２８ｄが、電源部支持面２４ｂで露出したネジ２６の先端や、
電源部支持面２４ｂに取り付けられた第１バネ受部２７ａ及び第２バネ受部２７ｂに引っ
かかることを防止することができる。
【０１０４】
　また、図２１に示すように、挿通孔２４ｄは、支持部材２４の電源部２８と対向する位
置に設けられることが更に好ましい。電源部２８と対向する位置に挿通孔２４ｄを設ける
ことにより、電源部２８から導出した配線２８ｄは、支持部材２４の電源部支持面２４ｂ
に露出することなく、挿通孔２４ｄを挿通して基板支持面２４ａ上の発光素子基板２３と
接続することができる。このため、配線２８ｄを支持部材２４上の広い領域内で引き回す
必要がなく、配線２８ｄを短くすることができ、発光ユニット２０の組み立て性が向上す
る。また、配線が２８ｄ外部に露出しないため、安全性が向上し、配線の二重被覆が不要
となる。
【０１０５】
　また、図１７（ａ）及び図１７（ｂ）に示すように、支持部材２４には、孔部２４ｅ及
び２４ｆ、折り曲げ部２４ｇ及び２４ｈ及び孔部２４ｉ及び２４ｊが形成されている。
　上述したとおり、孔部２４ｅ及び２４ｆは、主カバー部２２１を取り付けるためのリベ
ット等が挿入される。孔部２４ｉ及び２４ｊは、第１エンドカバー２２２の突出部２２２
ｃ及び２２２ｄを係合する。折り曲げ部２４ｇ及び２４ｈは、下方向に折り曲げることに
より、突出部２２２ｃ及び２２２ｄの裏面を支持する。これにより、突出部２２２ｃ及び
２２２ｄの裏面が孔部２４ｉ及び２４ｊから外れにくくし、第１エンドカバー２２２が支
持部材２４から外れにくくすることができる。
【０１０６】
　（基板固定部材）
　基板固定部材２５（２５ａ～２５ｎ）は、支持部材２４の基板支持面２４ａにおいて、
発光素子基板２３の両端部に設けられ、発光素子基板２３を支持部材２４に固定する。図
１６に示す発光ユニット２０では、基板固定部材２５ａから基板固定部材２５ｎの１４個
の基板固定部材２５が発光素子基板２３の両端部に複数備えられている。以下、基板固定
部材２５ａから基板固定部材２５ｎを基板固定部材２５と記載する。
【０１０７】
　図２２に示すように、基板固定部材２５は、発光素子基板２３の側部を支持し、かつ発
光素子基板２３の発光素子実装面上に突出する形状を有している。また、基板固定部材２
５は、ネジ２６によって支持部材２４に固定される。
　このため、発光素子基板２３は、支持部材２４に対して浮きがないように固定される。
　図２３は、図１６における基板固定部材２５ａ～２５ｃ，２５ｅ～２５ｇ，２５ｈ～２
５ｊ，２５ｌ～２５ｎの形状を示す正投影図である。図２３（ａ）は基板固定部材の正面
図であり、図２３（ｂ）は基板固定部材の右側面図であり、図２３（ｃ）は基板固定部材
の左側面図であり、図２３（ｄ）は基板固定部材の背面図であり、図２３（ｅ）は基板固
定部材の平面図であり、図２３（ｆ）は基板固定部材の底面図である。
【０１０８】
　図２３に示す基板固定部材（以下、基板固定部材２５１と記載する）は、支持部材２４
の基板支持面２４ａの両端に形成された光照射方向に突出する凸部２４ｃと発光素子基板
２３との間に配置される主部２５１ａと、発光素子基板２３の実装面の一部を覆い発光素
子基板２３を支持部材２４方向に押さえる基板押さえ部２５１ｂと、反射部材を主部２５
１ａの表面上に保持する反射部品保持部２５１ｃと、を有する。また、基板固定部材２５
１は、基板固定部材２５１がネジ２６で固定される際にネジ止めされるネジ止め部２５１
ｄを有する。
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【０１０９】
　図２２及び図２３に示すように、基板固定部材２５１は、発光素子２１から照射された
光を反射する反射部材を固定する。具体的には、基板固定部材２５１の基板押さえ部２５
１ｂは、発光素子基板２３とともに、発光素子２１を露出させかつ発光素子基板２３を被
覆する第１反射部品２９ａ（図１６参照）を支持部材２４方向に押さえる。
　また、基板固定部材２５１の反射部品保持部２５１ｃは、第１反射部品２９ａの幅方向
の両端から、発光素子２１からの光の照射方向に向かって傾斜して配置される第２反射部
品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃ（図１６参照）を主部２５１ａの表面上に保持する。こ
のとき、反射部品保持部２５１ｃは、支持部材２４の凸部２４ｃの頂部との間に第２反射
部品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃを保持可能な間隙を設けた状態で、頂部の一部を覆う
ように形成される。すなわち、反射部品保持部２５１ｃは、基板固定部材２５１が支持部
材２４に取り付けられた際に、支持部材２４の凸部２４ｃの頂部と密着しない形状に形成
される。反射部品保持部２５１ｃと支持部材２４の凸部２４ｃの頂部との間に形成された
間隙に第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２９ｃが保持可能とされる。
【０１１０】
　図２４は、図１６における基板固定部材２５ｄ，２５ｋの形状を示す正投影図である。
図２４（ａ）は基板固定部材の正面図であり、図２４（ｂ）は基板固定部材の右側面図で
あり、図２４（ｃ）は基板固定部材の左側面図であり、図２４（ｄ）は基板固定部材の背
面図であり、図２４（ｅ）は基板固定部材の平面図であり、図２４（ｆ）は基板固定部材
の底面図である。
【０１１１】
　図２４に示す基板固定部材（以下、基板固定部材２５２と記載する）は、基板固定部材
２５１の主部２５１ａに対応する主部２５２ａと、基板押さえ部２５１ｂに対応する基板
押さえ部２５２ｂと、反射部品保持部２５１ｃに対応する反射部品保持部２５２ｃと、ネ
ジ止め部２５１ｄに対応するネジ止め部２５２ｄと、を有している。また、基板固定部材
２５２は、更に発光素子基板２３に接続される配線２３ｃ及び２８ｄを固定する配線固定
機構２５２ｅを有している。
【０１１２】
　基板固定部材２５２は、発光素子基板２３１及び２３２に接続される配線２３ｃ又は２
８ｄ（図１９参照）を覆う位置に配置される。本実施形態の発光ユニット２０では、基板
固定部材２５２は、発光素子基板２３１及び２３２のつなぎ目部分に配置される。配線固
定機構２５２ｅは、基板固定部材２５２が支持部材２４に固定された場合でも配線２３ｃ
又は２８ｄが導出可能な空間を確保可能な形状に形成されている。そして、配線２３ｃ又
は２８ｄは、配線固定機構２５２ｅを通して発光素子基板２３１及び２３２と接続される
。このため、基板固定部材２５２を用いることで、基板固定部材２５による配線２３ｃ及
び２８ｄへの圧迫を防止することができる。
【０１１３】
　また、基板固定部材２５２の主部２５２ａ、基板押さえ部２５２ｂ、反射部品保持部２
５２ｃ、及びネジ止め部２５２ｄについては、基板固定部材２５１の主部２５１ａ、基板
押さえ部２５１ｂ、反射部品保持部２５１ｃ及びネジ止め部２５１ｄと同様の機能を有す
る。
　このような基板固定部材２５（基板固定部材２５１及び２５２）は、例えば樹脂材料を
射出成型することにより形成される。
【０１１４】
　基板固定部材２５は、高反射性材料で形成されることが好ましい。基板固定部材２５の
一部が基板固定部材２５が第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品２
９ｃから露出しても、発光素子２１の光を効率良く反射することができるためである。
　また、発光素子基板２３１及び２３２に接続される配線２３ｃ及び２８ｄを覆うように
配置される基板固定部材２５（図１６及び図２２に示す基板固定部材２５ｄ及び２５ｋ）
は、透明材料で形成されることが好ましい。基板固定部材２５を通して配線２３ｃの配線
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状態を確認することができるため、基板固定部材２５による配線２３ｃ及び２８ｄの圧迫
をより容易に防止することができる。
【０１１５】
　（反射部材）
　反射部材２９は、発光素子２１から照射された光を反射する機能を有する。発光素子２
１から照射された光は、反射部材２９によって予め設定した方向（例えば、床面に向かう
方向）へ反射される。反射部材２９は、発光素子基板２３、支持部材２４又は基板固定部
材２５等の任意の個所で接着剤、ピン、ネジ等によって固定される。
【０１１６】
　図１５及び図１６に示すように、本実施形態に係る発光ユニット２０は、反射部材２９
として、第１反射部品２９ａと、第２反射部品２９ｂと、第３反射部品２９ｃとを有して
いる。第１反射部品２９ａは、発光素子２１を露出させかつ発光素子基板２３（発光素子
基板２３１及び２３２）を被覆している。第２反射部品２９ｂは、第１反射部品２９ａの
幅方向の一端部から、発光素子２１からの光の照射方向に向かって傾斜して配置される。
第３反射部品２９ｃは、第１反射部品２９ａの幅方向の他端部から、発光素子２１からの
光の照射方向に向かって傾斜して配置される。第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ
及び第３反射部品２９ｃは、互いに異なる部品である。これにより、第１反射部品２９ａ
、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃのそれぞれの取付けが容易になる。
【０１１７】
　また、発光素子基板２３の発光素子２１の実装面側には、図示しない抵抗素子が設けら
れる場合がある。この場合、第１反射部品２９ａには、発光素子２１を露出させる開口と
ともに、抵抗素子を露出させる開口が設けられる。
　第１反射部品２９ａに上述した開口を設けることにより、発光素子２１から照射された
光が第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃの全面で反射され
、効率的に照明装置１の発光に利用される。
【０１１８】
　図２５は、第１反射部品２９ａ、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃを基板固
定部材２５（２５ａ～２５ｎ）に取り付けた状態を示す斜視図である。図２６は、図２５
に示すＧ－Ｇ断面を示す断面図である。
　図２５及び図２６に示すように、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品２９ｂの幅方向
の発光素子基板２３に隣接する側の一端が発光素子基板２３の幅方向の一端よりも外側に
位置するように配置される。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部品２９ｃの幅方向
の発光素子基板２３に隣接する側の一端が発光素子基板２３の幅方向の他端よりも外側に
位置するように配置される。すなわち、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、
発光素子基板２３上に設けられた第１反射部品２９ａ上にかぶらないように配置される。
【０１１９】
　また、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品２９ｂの幅方向の発光素子基板２３に隣接
する側の一端が発光素子基板２３の幅方向の一端と隙間なく対向するように配置されるこ
とが好ましい。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部品２９ｃの幅方向の発光素子基
板２３に隣接する側の一端が発光素子基板２３の幅方向の他端と隙間なく対向するように
配置されることが好ましい。
【０１２０】
　ここで、本実施形態において「隙間なく対向」とは、第１反射部品２９ａ及び第２反射
部品２９ｂ、並びに第１反射部品２９ａ及び第３反射部品２９ｃが完全に隙間なく配置さ
れる場合に限られない。「隙間なく対向」とは、発光素子基板２３（発光素子基板２３１
及び２３２）の実装面側から見た場合に、第２反射部品２９ｂの幅方向の発光素子基板２
３に隣接する側の一端の位置と、発光素子基板２３の幅方向の一端の位置とが一致するこ
とをいう。
【０１２１】
　第１反射部品２９ａは、基板固定部材２５によって支持部材２４の基板支持面２４ａ上
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で固定される。また、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部材２４の凸
部２４ｃの頂部と基板固定部材２５の一部との間に形成された間隙に嵌め込まれて固定さ
れる。具体的には、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部材２４の凸部
２４ｃの頂部と基板固定部材２５１の反射部品保持部２５１ｃとの間に形成された間隙に
嵌め込まれている。これにより、第２反射部品２９ｂ及び第３反射部品２９ｃは、支持部
材２４の凸部２４ｃの頂部の形状に沿って傾斜する。なお、第２反射部品２９ｂと第３反
射部品２９ｃは、異なる基板固定部材２５で固定されている。
【０１２２】
　これにより、組み立て後の発光ユニット２０において、第２反射部品２９ｂ及び第３反
射部品２９ｃが、透光性カバーの内壁面に形成された案内レール２２１ｃ及び２２１ｄに
それぞれ向かって傾斜して配置される。すなわち、第２反射部品２９ｂは、第２反射部品
２９ｂの幅方向の発光素子基板２３に隣接しない側の一端（すなわち、発光素子基板２３
に隣接する側の一端に対向する他端）が、透光性カバー２２の内壁面に形成された案内レ
ール２２１ｃに向かって傾斜して配置される。また、第３反射部品２９ｃは、第３反射部
品２９ｃの幅方向の発光素子基板２３に隣接しない側の一端（すなわち、発光素子基板２
３に隣接する側の一端に対向する他端）が、透光性カバー２２の内壁面に形成された突出
部２２２ｄに向かって傾斜して配置される。これにより、第２反射部品２９ｂ又は第３反
射部品２９ｃが重量等によって床方向にずれた場合であっても、透光性カバー２２の案内
レール２２１ｃ又は２２１ｄがストッパーとなり、第２反射部品２９ｂ又は第３反射部品
２９ｃの落下を防止することができる。
【０１２３】
　また、図２７（ａ）に示すように、発光素子基板２３上に配置される第１反射部品２９
ａは、発光素子基板２３１上に配置される第１反射部品２９１ａと、発光素子基板２３２
上に配置される第１反射部品２９２ａとに分けられる。図２７（ａ）において、第１反射
部品２９１ａ及び第１反射部品２９２ａを斜線で示す。
　このとき、第１反射部品２９１ａ及び２９２ａは、電源接続用端子群（コネクタ２３１
ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（コネクタ２３１ｂ及び２３２ｂ）とで囲まれる領
域を除いた領域を被複する。すなわち、第１反射部品２９１ａは、発光素子基板２３上の
、発光素子基板２３の一端部からコネクタ２３１ａ及び２３１ｂの設置位置までを被覆す
る。また、第１反射部品２９２ａは、発光素子基板２３上の、発光素子基板２３の他端部
からコネクタ２３２ａ及び２３２ｂの設置位置までを被覆する。なお、図２７（ａ）では
、配線２３ｃ及び配線２８ｄの図示を省略している。
【０１２４】
　上述した「電源接続用端子群（コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）と基板接続用端子群（
コネクタ２３１ａ及び２３２ａ）とで囲まれる領域」には、発光素子基板２３１及び２３
２上の対向する短辺側の端部に配置された２個以上の発光素子２１が含まれる。図２７で
は、第１反射部品２９１ａ及び２９２ａで覆われない領域に、４つの発光素子２１が含ま
れている。
【０１２５】
　更に、図２７（ｂ）に示すように、発光ユニット２０は、２枚の発光素子基板２３１及
び２３２の短辺を跨いで覆うように配置された基板対向部用反射部品２９３ａを有してい
ても良い。図２７（ｂ）において、第１反射部品２９１ａ、第１反射部品２９２ａ及び基
板対向部用反射部品２９３ａを斜線で示す。
　これにより、２枚の発光素子基板２３１及び２３２のつなぎ目部分においても発光素子
２１から照射される光を十分に反射することができるため、発光素子基板２３の全面にお
いて明るさを均一にすることができる。
【０１２６】
　（バネ受部）
　図５に示すように、バネ受部２７は、器具本体１０のバネ部１３と係合することにより
、発光ユニット２０を器具本体１０に取り付ける。
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　具体的には、第１発光ユニット２０ａの第１バネ受部２７ａ及び第２バネ受部２７ｂは
、器具本体１０の第１バネ部１３ａ及び第２バネ部１３ｂとそれぞれ係合する。また、第
２発光ユニット２０ｂの第３バネ受部２７ｃ及び第４バネ受部２７ｄは、器具本体１０の
第３バネ部１３ｃ及び第４バネ部１３ｄとそれぞれ係合する。
【０１２７】
　（電源部）
　電源部２８は、ＬＥＤ等の発光素子２１の点灯回路（即ち、電源回路）を内部に収納し
ている。電源部２８は、図４で示される器具本体１０が取り付けられる天井等から発光ユ
ニット取付凹部１１１内に導出される電力供給ケーブルと接続される。
　図２８に示すように、電源部２８は、電源回路を備える電源基板２８ａと、絶縁部材２
８ｂと、電源基板２８ａ及び絶縁部材２８ｂを内部に収容する電源ボックス２８ｃと、発
光素子２１に対して電力を供給するための配線２８ｄ（配線２８ｄは図２８に図示せず）
とを有している。
【０１２８】
　電源部２８は、支持部材２４に近接して配置される。
　電源基板２８ａに備えられた電源回路は、例えば、電力供給ケーブルから供給される交
流電力を直流に変換し、その出力（即ち、直流電力）を発光素子２１に供給する。電源基
板２８ａは、絶縁部材２８ｂの支持部材２４側の面に固定される。
　また、図２１に示すように、電源基板２８ａは、電源ボックス２８ｃの内部空間におい
て支持部材２４寄りに配置される。
【０１２９】
　絶縁部材２８ｂは、ポリプロピレン、ポリエチレン等の高融点で絶縁性を有する樹脂材
料からなる。絶縁部材２８ｂは、支持部材２４の電源部支持面２４ｂ上に配置される。こ
れにより、電源基板２８ａは、絶縁部材２８ｂ上に配置されて、支持部材２４と絶縁され
る。
　なお、絶縁部材２８ｂは、例えばシート状部材を複数回折り曲げた箱型形状であり、電
源基板２８ａの周囲を包んで配置される。
【０１３０】
　電源ボックス２８ｃは、プラスチック、アルミニウム又はステンレス等の材料からなる
。電源ボックス２８ｃは、電源基板２８ａを覆う筐体である。
　配線２８ｄは、支持部材２４の基板支持面２４ａに設けられた挿通孔２４ｄを挿通して
発光素子基板２３に接続される。
　電源部２８は、例えば、電源ボックス２８ｃに設けられた図示しない爪部によって支持
部材２４の電源部支持面２４ｂに固定されている。また、電源部２８は、ネジ等の締結部
材によって支持部材２４の電源部支持面２４ｂに固定されていても良い。
【０１３１】
　電源部２８は、照明装置１を底面視した場合に、図示しない電力供給ケーブルと重なっ
ている。すなわち、電力供給ケーブルは、電源部２８の上面と器具本体１０との間に確保
された電力供給ケーブル収容空間に配線される。このため、電力供給ケーブルによって発
光ユニット２０の取付けが阻害されることがなくなる。
　図２９は、電源部２８の断面斜視図及び配線を保護する保護機構を説明する断面図であ
る。図２９（ａ）、図２９（ｂ）及び図２９（ｃ）は、それぞれ、配線保護用絶縁部材の
第１の例、第２の例及び第３の例である。
【０１３２】
　発光ユニット２０は、支持部材２４の挿通孔２４ｄの内側に位置して配線２８ｄを保護
する配線保護用絶縁部材を有していても良い。ここで、挿通孔２４ｄの「内側」とは、挿
通孔２４ｄの中心軸に向かう方向を示す。
　発光ユニット２０では、支持部材２４の挿通孔２４ｄを介して電源部２８から基板支持
面２４ａ側に配線２８ｄが導出される。このとき、配線２８ｄが、支持部材２４の挿通孔
２４ｄの内壁に当たって損傷する可能性がある。例えば、配線２８ｄが被覆材で覆われて
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いる場合には、被覆材が剥がれるおそれがある。このため、挿通孔２４ｄの内壁と配線２
８ｄとが接触しにくくなるような配線保護用絶縁部材を設けることが好ましい。
【０１３３】
　配線保護用絶縁部材としては、以下のような例が挙げられる。
　（１）第１の例
　図２９（ａ）は、図１９のＦ－Ｆ断面を示す斜視断面図である。
　挿通孔２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向する位置に設けられている場合には、
図２９（ａ）に示すように、絶縁部材２８ｂが配線保護用絶縁部材を兼ねることができる
。すなわち、電源基板２８ａと接続された配線２８ｄは、支持部材２４の挿通孔２４ｄを
挿通して基板支持面２４ａに設けられた発光素子基板２３と接続される。このとき、電源
基板２８ａと支持部材２４との間には絶縁部材２８ｂが備えられているため、絶縁部材２
８ｂに、挿通孔２４ｄよりも小さい挿通孔２８１ｂを設けて、支持部材２４の挿通孔２４
ｄと絶縁部材２８ｂの挿通孔２８１ｂとが重なるように絶縁部材２８ｂを配置する。この
ため、絶縁部材２８ｂによって、支持部材２４の挿通孔２４ｄと配線２８ｄとを接触しに
くくすることができる。
【０１３４】
　（２）第２の例
　図２９（ｂ）は、電源基板２８ａと、絶縁部材２８ｂと、支持部材２４に設けられた挿
通孔２４ｄを挿通して、基板支持面２４ａ側に導出される配線２８ｄの構成を示す断面図
である。
　図２９（ｂ）に示すように、絶縁部材２８ｂとは異なる部品である配線保護用絶縁部材
２８ｅが、支持部材２４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面２４ｂの少なくとも一方の
面（図２９（ｂ）では、電源部支持面２４ｂ）に密着して設けられていても良い。配線保
護用絶縁部材２８ｅは、例えば、絶縁性を有する樹脂材料で形成される。
【０１３５】
　図２９（ｂ）に示すように、配線保護用絶縁部材２８ｅは、挿通孔２４ｄよりも小さい
挿通孔２８１ｅを備えており、支持部材２４の挿通孔２４ｄと、配線保護用絶縁部材２８
ｅの挿通孔２８１ｅとが重なるように配線保護用絶縁部材２８ｅを配置する。このため、
配線保護用絶縁部材２８ｅによって、支持部材２４の挿通孔２４ｄと配線２８ｄとが接触
しにくくなり、配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
　第２の例の場合、第１の例のように、挿通孔２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向
する位置に設けられている必要はない。挿通孔２４ｄが支持部材２４のどの位置に設けら
れていても、配線保護用絶縁部材２８ｅが挿通孔２４ｄに密着して設けられていれば良い
。
【０１３６】
　（３）第３の例
　図２９（ｃ）は、電源基板２８ａと、絶縁部材２８ｂと、支持部材２４に設けられた挿
通孔２４ｄを挿通して基板支持面２４ａ側に導出される配線２８ｄとの構成を示す断面図
である。
【０１３７】
　図２９（ｃ）に示すように、絶縁部材２８ｂとは異なる部品である配線保護用絶縁部材
２８ｅが、少なくとも挿通孔２４ｄの内壁を覆って設けられていても良い。配線保護用絶
縁部材２８ｅは、例えば、絶縁性を有する樹脂材料で形成される。
　図２９（ｃ）に示すように、配線保護用絶縁部材２８ｅは少なくとも挿通孔２４ｄの内
壁を覆って設けられている。このため、支持部材２４の挿通孔２４ｄの角部と配線２８ｄ
とが接触しにくくなり、配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
【０１３８】
　また、配線保護用絶縁部材２８ｅが支持部材２４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面
２４ｂまで覆っていても構わない。この場合、配線保護用絶縁部材２８ｅは、支持部材２
４の基板支持面２４ａ及び電源部支持面２４ｂと挿通孔２４ｄの内壁とで形成される角部
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を覆っており、より配線２８ｄの損傷を抑制することができる。
　第３の例の場合も、挿通孔２４ｄが支持部材２４の電源部２８に対向する位置に設けら
れている必要はなく、挿通孔２４ｄが支持部材２４のどの位置に設けられていても、配線
保護用絶縁部材２８ｅが挿通孔２４ｄの内壁を覆うように設けられていれば良い。
【０１３９】
　（まとめ）
　図３０は、本発明の一実施形態に係る照明装置におけるアノード側コネクタとカソード
側コネクタとの配置を示す平面図である。
　図３０に示すように、１つの器具本体１０に対して２つの発光ユニット２０（第１発光
ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂ）が取り付けられている。
【０１４０】
　これら２つの発光ユニット２０（第１発光ユニット２０ａ及び第２発光ユニット２０ｂ
）はそれぞれ１つの支持部材２４を備えるため、１つの器具本体１０に対して合計２つの
支持部材２４が取り付けられる。
　これら２つの支持部材２４はそれぞれ２枚の発光素子基板２３（発光素子基板２３１及
び２３２）を支持するため、１つの器具本体１０に対して合計４枚の発光素子基板２３が
取り付けられる。
【０１４１】
　また、２枚の発光素子基板２３（発光素子基板２３１及び２３２）のうち、発光素子基
板２３１にはコネクタ２３１ａ及び２３１ｂが設けられ、発光素子基板２３２にはコネク
タ２３２ａ及び２３２ｂが設けられている。
　例えば、コネクタ２３２ａ及びコネクタ２３１ｂをアノード側コネクタとし、コネクタ
２３１ａ及びコネクタ２３２ｂをカソード側コネクタとする。
【０１４２】
　コネクタ２３１ａ及びコネクタ２３２ａは、図２１に示したように、配線２８ｄを介し
て電源部２８に接続されている。また、電源部２８は、表面側においてコネクタ２３２ａ
が設けられた発光素子基板２３２を支持する支持部材２４の裏面側で、その支持部材２４
の表面側のコネクタ２３２ａの近傍に設置されている。
　また、コネクタ２３１ｂとコネクタ２３２ｂとは、配線２３ｃを介して互いに接続され
、発光素子基板２３１と発光素子基板２３２とを電気的に接続された状態にする。
【０１４３】
　例えば、発光素子基板２３１及び２３２は、アノード側コネクタとカソード側コネクタ
との両方が設置された同一形状の基板を、長手方向において水平面内で１８０度回転（反
転）させたものであり、互いのアノード側コネクタとカソード側コネクタとが長手方向に
対向して直列に設置されている。
　また、２つの支持部材２４は、同じ位置に電源部が設置された同一形状の部材を、長手
方向において水平面内で１８０度回転させたものであり、それぞれの電源部２８が器具本
体１０の長手方向に並んで設置されている。すなわち、２つの支持部材２４のそれぞれに
設置された２つの電源部２８は、２つの支持部材２４の境界を挟んで対称になるように設
置されている。そのため、１つの器具本体１０に対して、２つの電源部２８は長手方向の
中央を挟んで均等に負荷をかける。
【０１４４】
　［本発明の一実施形態の効果］
　以上説明した本発明の一実施形態に係る照明装置によれば、以下の効果を得ることがで
きる。
　（１）本発明の一実施形態に係る照明装置は、それぞれ発光素子が設けられ、長尺状で
あり、長手方向に整列設置された複数の発光素子基板と、表面側において長手方向を揃え
て複数の発光素子基板を支持する長尺状の支持部材と、発光素子を点灯させる電力を供給
するためのアノード側コネクタとカソード側コネクタと、を有する。
【０１４５】
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　複数の発光素子基板のうち、長手方向における最も端部に位置する第１の発光素子基板
と、第１の発光素子基板に隣接する第２の発光素子基板との関係において、アノード側コ
ネクタとカソード側コネクタとはそれぞれ、一方の基板を臨む位置に対向して設置されて
いる。
　別の見方をすれば、複数の発光素子基板は、長手方向において最も端部に位置する第１
の発光素子基板と、第１の発光素子基板に隣接する第２の発光素子基板と、を含む。アノ
ード側コネクタは、第１の発光素子基板と第２の発光素子基板とのうち一方の発光素子基
板において、他方の発光素子基板を臨む位置に設置されている。また、カソード側コネク
タは、他方の発光素子基板において、一方の発光素子基板を臨む位置に、アノード側コネ
クタと対向して設置されている。
【０１４６】
　例えば、アノード側コネクタとカソード側コネクタとを、隣接する発光素子基板同士が
互いを臨む位置（境界部分）において対向するように集中して設置することで、コネクタ
同士を接続する配線の長さを短くすることができる。また、アノード側コネクタとカソー
ド側コネクタとを集中して設置しているため、コネクタの設置面の裏面側においてコネク
タの近くに電源部を設置すれば、コネクタと電源部とを接続する配線の長さも短くするこ
とができる。
　このように、コネクタの設置位置を調整することで、コネクタ同士を接続する配線や、
コネクタと電源部とを接続する配線の長さを短縮することができる。
【０１４７】
　（２）複数の発光素子基板の各々は、アノード側コネクタとカソード側コネクタとの両
方が設置された同一形状の基板であり、長手方向において水平面内で１８０度回転させて
直列設置させることで、アノード側コネクタとカソード側コネクタとは複数の発光素子基
板の長手方向に対向して設置されている。
　例えば、上記の第１の発光素子基板と第２の発光素子基板とは、アノード側コネクタと
カソード側コネクタとの両方が設置された同一形状の基板を、長手方向において水平面内
で１８０度回転させたものであり、互いのアノード側コネクタとカソード側コネクタとが
長手方向に対向して直列に設置されている。
　これにより、同一形状の発光素子基板を用いて、アノード側コネクタとカソード側コネ
クタとを対向して設置することができる。
【０１４８】
　（３）アノード側コネクタとカソード側コネクタとはそれぞれ、発光素子基板の幅方向
において、発光素子より端部寄りに設置されている。
　これにより、発光素子基板の長手方向に沿ってコネクタ同士を配線で接続した場合でも
、また、仮に配線がたるんだとしても、その配線が発光素子の上に重ならない構成とする
ことができる。
【０１４９】
　（４）本発明の一実施形態に係る照明装置は、支持部材の裏面側において、支持部材の
表面側のアノード側コネクタ寄りに設置され、支持部材に設けられた挿通孔を挿通する配
線を介して、支持部材の表面側のアノード側コネクタと電気的に接続されている電源部を
更に有する。
　支持部材の裏面側において、表面側の発光素子基板上に設けられたアノード側コネクタ
の近傍に電源部を配置しているので、電源部と上記アノード側コネクタとを接続する配線
の長さが短くて済み、その結果としてノイズの低減を図ることができる。また、配線の短
縮によるコスト削減にも寄与することができる。
【０１５０】
　なお、実際には、電源部は、支持部材の裏面側において、支持部材の表面側のアノード
側コネクタ及びカソード側コネクタのうち最寄りのコネクタの近傍に設置され、支持部材
に設けられた挿通孔を挿通する配線を介して、支持部材の表面側の最寄りのコネクタと電
気的に接続されていれば良い。
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【０１５１】
　（５）上記の電源部は、支持部材の裏面側において、アノード側コネクタよりも支持部
材の長手方向の一方の端部寄りに設置されている。
　これにより、支持部材において、電源部が、複数の発光素子基板のうち長手方向におけ
る最も端部に位置する発光素子基板のアノード側コネクタよりも、支持部材の端部寄りに
設置されている構成とすることができる。
【０１５２】
　（６）本発明の一実施形態に係る照明装置は、２つの支持部材を長手方向に並べて取り
付けられる長尺状の器具本体を更に有する。器具本体に取り付けられた２つの支持部材に
設置された２つの電源部のうち、一方の電源部は器具本体の長手方向の一方の端部寄りに
位置し、他方の電源部は器具本体の長手方向の他方の端部寄りに位置する。器具本体の長
手方向において、一方の電源部と器具本体の長手方向の一方の端部との距離と、他方の電
源部と器具本体の長手方向の他方の端部との距離は等しい。
　このように、１つの器具本体に電源部を２個配置することで、この２個の電源部の配置
位置により器具本体のたわみを防止することができる。
【０１５３】
　（７）上記の器具本体に取り付けられる２つの支持部材は、同じ位置に電源部が設置さ
れた同一形状の部材を、長手方向において水平面内で１８０度回転させたものであり、そ
れぞれの電源部が器具本体の長手方向に並んで設置されている。
　このように、同じ位置に電源部が設置された同一形状の支持部材を用いることで、２つ
の電源部を器具本体の長手方向において対称となる位置に容易に設置することができる。
【０１５４】
　（８）アノード側コネクタとカソード側コネクタとのうち少なくとも一方は、発光素子
基板の長手方向において、発光素子の間に設置されている。
　これにより、コネクタが端部に設置されているのではなく、発光素子基板の長手方向に
おいて、発光素子基板上に実装された２つの発光素子の間に設置されている構成とするこ
とができる。
【０１５５】
　［その他］
　本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではなく、本
発明が目的とするものと均等な効果をもたらす全ての実施形態をも含む。更に、本発明の
範囲は、請求項に係る発明の特徴の組み合わせに限定されるものではなく、全ての開示さ
れたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わせによって画され得る
。
【符号の説明】
【０１５６】
　１　照明装置
　１０　器具本体
　１１１　発光ユニット取付凹部
　１１２　天板部
　１１３　側縁部
　１１３ａ　第１斜面部
　１１３ｂ　平坦部
　１１３ｃ　第２斜面部
　１９　位置決め部材
　１９１　上面部
　１９２　側面部
　１９３　差込部
　１９３ａ　底面部
　１９３ｂ　右側面部
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　１９３ｃ　左側面部
　２０　発光ユニット
　２１　発光素子
　２２　透光性カバー
　２２１　主カバー部
　２２２　第１エンドカバー
　２２３　第２エンドカバー
　２３　発光素子基板
　２４　支持部材
　２４ｄ　挿通孔
　２５　基板固定部材
　２８　電源部

【図１】 【図２】
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